
  

 

 

 

 

令和８年度第１回 
 

朝霞市総合教育会議議事録 
 

 
令和８年４月１４日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市長公室 政策企画課 
 
 
 
 
 



  

様式第３号（第１３条関係） 

 

会議録 

会議の名称 令和８年度 総合教育会議（第１回） 

開催日時 
令和８年４月１４日（火） 

午前１０時００分～午前１０時１０分 

開催場所 市役所４階 ４０１会議室 

出席者の職・氏名 別紙のとおり 

欠席者の職・氏名 なし 

議題 別紙のとおり 

会議資料 別紙のとおり 

会議録の作成方針 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 出席者の確認及び事務局の決裁 

傍聴者の数 １名 

その他の必要事項 なし 

 

 



  

令和８年度第１回 

朝霞市総合教育会議 

                            令和８年４月１４日（火） 

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 前 １ ０ 時 １ ０ 分 ま で 

朝霞市役所４階４０１会議室 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議題 

（１）朝霞市教育大綱の策定方針について 

（２）朝霞市教育大綱の策定及び今後のスケジュールについて 

（３）その他 

４ 閉会 

 

 

 

 

出席委員（６人） 

市            長       松 下 昌 代 

教 育 長       二 見 隆 久 

教育長職務代理者       平 木 倫 子 

委      員       高 橋 松 久 

委      員       森 島 史 枝 

委      員       上 野 正 道 



  

事務局（１７人） 

事 務 局 市長公室長     又 賀 俊 一 

事 務 局 学校教育部長     福 士 昌 三 

事 務 局 生涯学習部長     堀 川 正 昭 

事 務 局 市長公室次長兼政策企画課長   櫻 井 正 樹 

事 務 局 市長公室政策企画課主幹兼課長補佐   長 谷 川 猛 

事 務 局 市長公室政策企画課長補佐   荻 原 篤 史 

事 務 局 市長公室政策企画課政策企画係長  石 﨑 博 貴 

事 務 局 市長公室政策企画課政策企画係主事  西 澤 史 織 

事 務 局 学校教育部次長兼教育総務課長  関 口 豊 樹 

事 務 局 学校教育部教育総務課課長補佐  佐 賀 伸 也 

事 務 局 学校教育部参事兼教育管理課長  横 瀬 修 克 

事 務 局 学校教育部教育指導課長   手 島 牧 子 

事 務 局 学校教育部学校給食課長      星 加 敏 昭 

事 務 局 生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長 渡 邉   雄 

事 務 局 生涯学習部文化財課長    西 島 和 秀 

事 務 局 生涯学習部中央公民館長   大 瀧 一 彦 

事 務 局 生涯学習部図書館長    増 田   潔 

 

 

資料一覧 

  ・令和８年度 第１回 朝霞市総合教育会議 次第 

  ・資料１ 朝霞市教育大綱の策定方針（案） 

  ・資料２ 朝霞市教育大綱（素案） 

  ・資料３ 第６次朝霞市総合計画（抜粋） 

  ・資料４ 第３次朝霞市教育振興基本計画（抜粋） 

・資料５ 朝霞市教育大綱（令和３年度策定） 

・資料６ 朝霞市教育大綱策定スケジュール 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

◎１ 開会  

○事務局・荻原政策企画課長補佐 

 それでは、定刻となりましたので、「令和８年度第１回朝霞市総合教育会議」を開会い

たします。 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。司会を務めさせ

ていただきます、政策企画課の荻原です。よろしくお願いします。 

 会議の開会に当たりまして、資料の確認をさせていただきます。 

 本日の資料は事前に配付させていただいております、「資料１ 朝霞市教育大綱の策定

方針（案）」、「資料２ 朝霞市教育大綱（素案）」、「資料３ 第６次朝霞市総合計画（抜

粋）」、「資料４ 第３次朝霞市教育振興基本計画（抜粋）」、「資料５ 朝霞市教育大綱（令

和３年度策定）」、「資料６ 朝霞市教育大綱策定スケジュール」の６点でございます。 

 また、本日机の上に会議次第と名簿を置かせていただいています。資料等はお手元に

ございますか。ご確認ありがとうございました。 

 開会に当たり、松下市長にご挨拶をお願いします。 

 

◎２ あいさつ 

○松下市長 

 皆さまおはようございます。教育委員会委員の皆様におかれましては、日頃から本市

の教育行政に格別のご理解、ご協力を賜っておりますことに、この場をお借りいたしま

して厚く御礼申し上げます。 

 今年度は、第６次朝霞市総合計画、第３期朝霞市教育振興計画がスタートいたします。

本市におきましても、少子化の進行や社会の多様化などにより、子どもたちを取り巻く

環境は大きく変化しております。こうした中、子どもたち一人一人が自らの可能性を伸

ばし、変化の激しい社会をたくましく生き抜く力を育むことが、これまで以上に重要に

なってまいります。引き続き、教育委員会と市長部局がしっかりと連携しながら本市の

教育のさらなる発展に努めてまいりたいと考えております。 

 さて、この総合教育会議は、教育環境の整備・充実など、重点的に講ずべき施策につい

て、協議及び事務の調整を行う貴重な機会でございます。 

本日は、議題が３点ございますので、皆様から忌憚のないご意見を頂戴できればと思

います。 

それでは、議事の円滑な進行へのご協力をお願い申し上げまして、簡単ではございま

すが、私のあいさつとさせていただきます。 

○事務局・荻原政策企画課長補佐 

 それでは、議事に入ります。本会議の議長は、「朝霞市総合教育会議設置要綱」第４条

第１項において、市長とされておりますので、市長に議事の進行をお願いします。 

○松下議長 

 それでは、会議に入りたいと思いますが、議事に入る前に、本会議は原則公開と決定

し、傍聴要領に基づいて傍聴を許可しています。 

 会議の途中でも傍聴希望者があった場合には、傍聴席の範囲内で、入場していただき

ますのでご了承ください。 

 

◎３ 議題（１）朝霞市教育大綱の策定方針について 

○松下議長 

 それでは、次第に基づき会議を進めさせていただきます。 
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 本日の議題（１）「朝霞市教育大綱の策定方針について」について、事務局から説明し

てください。 

○事務局・荻原政策企画課長補佐 

 それでは、資料１をご覧ください。「１ 大綱策定の趣旨」として、大綱の策定につき

ましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、地方公共団体の長が大

綱を定めることが、義務化され、本市では、平成２８（２０１６）年に策定をし、大綱で

定めた基本理念や基本方針に基づき、教育行政を推進してまいりました。 

 今回の策定につきましては、期間を令和８（２０２６）年度から令和１２（２０３０）

年度までの５年間と改めること、令和８年度を起点とする第６次朝霞市総合計画前期基

本計画及び第３期朝霞市教育振興基本計画（計画期間：令和８（２０２６）年度～令和 

１２（２０３０）年度）を踏まえ、市の教育分野に係る基本理念や基本方針を定めるもの

です。 

○松下議長 

 ただいま、説明をしていただきました。何かご意見等ございますか。 

 ご意見等はございませんでしたが、何か事務局から補足等ありますか。 

 この策定方針に基づいて、教育大綱の策定を進めてまいります。 

 

◎３ 議題（２）朝霞市教育大綱の策定及び今後のスケジュールについて 

〇松下議長 

 次に、議題（２）「朝霞市教育大綱の策定及び今後のスケジュールについて」について、

事務局から説明してください。 

〇事務局・荻原政策企画課長補佐 

 資料２をご覧ください。こちらは、資料１の策定方針（案）を基に作成いたしました、

「朝霞市教育大綱（素案）」です。 

 主な前回との変更点につきましては、昨年度策定された第６次朝霞市総合計画及び第

３期朝霞市教育振興基本計画を踏まえ、文言等を変更した点でございます。 

 １ページをご覧ください。こちらは、大綱の策定方針（案）の趣旨、位置付け、期間を

記載したものでございます。 

 ２ページから５ページをご覧ください。「第２章 朝霞市の現状と課題」につきまして

は第６次朝霞市総合計画の９２ページから１０３ページ及び１５０ページに記載されて

いる施策の現状と課題を記述しております。 

 次に、「第３章 朝霞市教育大綱」として、６ページから８ページは、市の将来像「だ

れもが誇れる 暮らしつづけたいまち 朝霞」を総合計画から、基本理念「豊かな心で 

ともに未来をつくる 朝霞の教育」と、２つの基本方針を教育振興基本計画から引用し、

最後の９ページの目指す姿を総合計画の第３章教育・文化の４つの大柱と第６章政策を

推進するための取組の１つから引用しております。 

 なお、参考資料として、令和３年に策定いたしました朝霞市教育大綱を資料５として

配付させていただいております。 

続きまして、今後のスケジュールについてご説明させていただきます。 

資料６をご覧ください。本日の会議が下段の４月の会議で、この後市民コメントで市

民から意見を伺い、市民コメントの結果を踏まえて、７月にもう一度会議を開催し、大綱

を決定したいと考えております。 

つきましては、朝霞市教育大綱について、策定方針（案）及び大綱（素案）に基づいて、

進めてよろしいか、お伺いしたいと存じます。宜しくお願いいたします。 

〇松下議長 

 ただいま、説明をしていただきました。何かご意見等ございますか。 
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 ご意見等はございませんでしたが、何か事務局から補足等ありますか。 

〇事務局・荻原政策企画課長補佐 

資料の修正がございます。「資料２ 朝霞市教育大綱（素案）」６ページ記載の基本方針

「学校・家庭・地域・行政が連携・協働し、よりよい社会を創造するこどもたちをはぐく

みます」の「を」が抜けておりました。こちら修正いたします。 

〇松下議長 

 事務局から示された内容を修正の上、教育大綱の策定を進めてまいります。 

 

◎３ 議題（５）その他 

○松下議長 

 議題（３）「その他」になりますが、事務局から何かありますか。 

〇事務局・荻原政策企画課長補佐 

 次回の会議予定でございますが、今後市民コメントを実施した後に７月に第２回の会

議を開催し、大綱決定に向けて進めてまいります。会議開催の詳細は別途通知にてご案

内いたします。事務局からは以上となります。 

 

◎４ 閉会 

○松下議長 

 それでは、本日の総合教育会議の議事はすべて終了しましたので、以上を持ちまして、

令和８年度第１回朝霞市総合教育会議を終了します。 

 


